
『『厚生労働省の所管する実施機関に厚生労働省の所管する実施機関に
おける動物実験等の実施に関するおける動物実験等の実施に関する
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••策定の背景及び経緯策定の背景及び経緯

••基本指針の位置づけ基本指針の位置づけ

••基本指針の内容基本指針の内容

••特徴特徴
••今後今後



策定の背景及び経緯策定の背景及び経緯（１）（１）

日本学術会議「動物実験ガイドラインの策定に日本学術会議「動物実験ガイドラインの策定に
ついて」（勧告）ついて」（勧告）（昭和５５年）（昭和５５年）

文部省「大学等における動物実験について」文部省「大学等における動物実験について」
（昭和６２年文部省学術国際局長通知）（昭和６２年文部省学術国際局長通知）

日本学術会議「動物実験に対する社会的理解日本学術会議「動物実験に対する社会的理解
を促進するために（提言）」を促進するために（提言）」（平成１６年）（平成１６年）

①国内統一ガイドラインの策定①国内統一ガイドラインの策定

②自主管理の客観性・透明性確保のための第三②自主管理の客観性・透明性確保のための第三
者評価者評価

動物実験の適正な実施動物実験の適正な実施



策定の背景及び経緯策定の背景及び経緯（２）（２）

「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正
（平成１７年法律第６８号）（平成１７年法律第６８号）

『『苦痛の軽減苦痛の軽減』』に加えに加え『『代替法の利用代替法の利用』『』『動物動物
利用数の削減利用数の削減』』が盛り込まれ、「３が盛り込まれ、「３RRの原則」がの原則」が
明記された。明記された。

環境省「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛環境省「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛
の軽減に関する基準」の軽減に関する基準」 （平成１８年環境省告示第（平成１８年環境省告示第8888号）号）の策の策
定定

法律改正を受け、動物の福祉の観点から３法律改正を受け、動物の福祉の観点から３RR
の原則を盛り込んだ実験動物の取扱い等がの原則を盛り込んだ実験動物の取扱い等が
規定された。規定された。

実験動物の適正な飼養及び保管実験動物の適正な飼養及び保管



策定の背景及び経緯策定の背景及び経緯（３）（３）

文部科学省所管の研究機関等を対象とする文部科学省所管の研究機関等を対象とする
「研究機関等における動物実験等の実施に「研究機関等における動物実験等の実施に
関する基本指針」の検討関する基本指針」の検討
（平成１８年文部科学省告示第７１号）（平成１８年文部科学省告示第７１号）

「厚生労働省の所管する実施機関における動「厚生労働省の所管する実施機関における動
物実験等の実施に関する基本指針」物実験等の実施に関する基本指針」

（平成１８年６月１日厚生労働省大臣官房厚生科学課長通知）（平成１８年６月１日厚生労働省大臣官房厚生科学課長通知）



基本指針の内容基本指針の内容（１）（１）

前文前文

第１第１ 総則総則

１１ 目的目的

２２ 定義定義

（１）動物実験等（１）動物実験等

（２）実験動物（２）実験動物

（３）実施機関（３）実施機関

（４）動物実験計画（４）動物実験計画

（５）動物実験実施者（５）動物実験実施者

（６）動物実験責任者（６）動物実験責任者



基本指針の内容基本指針の内容（２）（２）
第２第２ 実施機関の長の責務実施機関の長の責務

１１ 実施機関の長の責務実施機関の長の責務

２２ 機関内規定の策定機関内規定の策定

３３ 動物実験委員会の設置動物実験委員会の設置

４４ 動物実験計画の承認動物実験計画の承認

５５ 動物実験計画の実施結果の把握動物実験計画の実施結果の把握

６６ 教育訓練等の実施教育訓練等の実施

７７ 自己点検及び評価自己点検及び評価

８８ 動物実験等に関する情報公開動物実験等に関する情報公開



基本指針の内容基本指針の内容（３）（３）

第３第３ 動物実験責任者の責務動物実験責任者の責務

１１ 動物実験計画の策定動物実験計画の策定

２２ 動物実験計画の実施計画の報告動物実験計画の実施計画の報告



基本指針の内容基本指針の内容（４）（４）
第４第４ 動物実験委員会動物実験委員会
１１ 動物実験委員会の役割動物実験委員会の役割
２２ 動物実験委員会の構成動物実験委員会の構成

第５第５ 動物実験等の実施上の配慮動物実験等の実施上の配慮
１１ 科学的合理性の確保科学的合理性の確保
２２ 安全管理安全管理

第６第６ 実験動物の飼養及び保管実験動物の飼養及び保管

第７第７ その他その他



特特 徴徴（１）（１）

•• 目的目的
•• 適用範囲適用範囲

•• 実施機関実施機関

•• 自己点検及び評価結果の検証自己点検及び評価結果の検証

•• 情報公開情報公開

•• 動物実験責任者の責務動物実験責任者の責務

•• 準用準用



特特 徴徴（２）（２）

••適用範囲適用範囲
厚生労働省の施設等機関厚生労働省の施設等機関
厚生労働省所管の厚生労働省所管の
独立行政法人独立行政法人
公益法人公益法人
その他の法人その他の法人

••準用準用
地方公共団体の設置する衛生に関する試験検査地方公共団体の設置する衛生に関する試験検査
研究施設（地方衛生研究所、保健所等）及び病院研究施設（地方衛生研究所、保健所等）及び病院
等等



今今 後後

•• 実施機関における着実な実施・運用実施機関における着実な実施・運用

•• 厚生労働科学研究費補助金の交付に厚生労働科学研究費補助金の交付に

あたっての遵守義務づけあたっての遵守義務づけ

※※ 違反して研究を実施した場合は、採択の取消し、違反して研究を実施した場合は、採択の取消し、
交付決定取消し、返還等の処分を行うことがある。交付決定取消し、返還等の処分を行うことがある。


